
事 業 所 番 号 ： ３３

事 業 所 名 ：

点 検 年 月 日 ： 令和　　年　　月　　日（ 　 ）

点 検 担 当 者 ：

令和８年度

自己点検シート

（介護報酬編）

（令和８年６月版）

（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション）



共通 法： 介護保険法（平成9年法律第123号）

解釈通知：

27号告示：

94号告示：

95号告示： 厚生労働大臣が定める基準（平成27年厚生労働省告示第95号）

83号告示：

記載要領：

介護 基準省令：

基準条例：

報酬告示：

留意事項通知：

予防 基準省令：

基準条例：

報酬告示：

留意事項通知：

届出

状況

施設等の区分
事業所規模に係る

届出書

・通常規模

　の事業所
前年度１月当たり平均延人員数 □

750人以

内
利用者数の記録

・大規模の

　事業所
前年度１月当たり平均延人員数 □ 750人超 〃

・大規模の

　事業所（特例）
前年度１月当たり平均延人員数 □

※に該当

する場合
〃

解釈通知：指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成11年9月17日老企第25号）

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成12年厚生省告示第27号）

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成27年厚生労働省告示第94号）

厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（平成21年厚生労働省告示第83号）

「介護給付費請求書等の記載要領について」（平成13年11月16日老老発第31号）

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）

介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例（平成24年岡山県条例第62号）

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第19号）

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第127号）

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項

について（平成12年3月1日老企第36号）

介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例（平成24年岡山県条例第65号）

※赤字は令和８年６月変更箇所

107　通所リハビリテーション費　　　　

405　介護予防通所リハビリテーション費
■根拠となる法令等

根拠となる法令等
点検項目 点検事項 点検結果 確認書類

介護 予防

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

（平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号）

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成18年厚生労働省令第35号）

計算方法

①事業所規模による区分については、施設基準第６号イ(1)に基づき、前年度の１月当たりの平均利用延人員数により算定すべき通所リハビリテーション費を区分しているところであるが、当該平均利用延人員数の計算に当たっては、同号の規定により、当該指定通所リハビリテー

ション事業所に係る指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における前年度の１月当たりの平均利用延人員数を含むこととされてい

るところである。したがって、仮に指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受けている場合であっても、事業が一体的に実施されず、実態として両事業が分離されて実施されている場合には、当該平均利用延人員数には当該

指定介護予防通所リハビリテーション事業所の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。

②平均利用延人員数の計算に当たっては、１時間以上２時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数に４分の１を乗じて得た数とし、２時間以上３時間未満の報酬を算定している利用者及び３時間以上４時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数に

２分の１を乗じて得た数とし、４時間以上５時間未満の報酬を算定している利用者及び５時間以上６時間未満の報酬を算定している利用者についいては、利用者数に４分の３を乗じて得た数とする。また、平均利用延人員数に含むこととされた介護予防通所リハビリテーション事業

所の利用者の計算に当たっては、介護予防通所リハビリテーションの利用時間が２時間未満の利用者については、利用者数に４分の１を乗じて得た数とし、２時間以上４時間未満の利用者については、利用者数に２分の１を乗じて得た数とし、利用時間が４時間以上６時間未満の利

用者については、利用者数に４分の３を乗じて得た数とする。ただし、介護予防通所リハビリテーション事業所の利用者については、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えない。

　また、１月間（暦月）、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した月における平均利用延人員数については、当該月の平均利用延人員数に７分の６を乗じた数によるものとする。

③前年度の実績が６月に満たない事業者（新たに事業を開始し、又は再開した事業者を含む）又は前年度から定員をおおむね２５％以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、当該年度に係る平均利用延人員数については、便宜上、都道府県知事に届け出た当該事業所

の利用定員の９０％に予定される１月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。

④毎年度３月３１日時点において、事業を実施している事業者であって、４月以降も引き続き事業を実施するものの当該年度の通所リハビリテーション費の算定に当たっては、前年度の平均利用延人員数は、前年度において通所リハビリテーション費を算定している月（３月を除

く。）の１月当たりの平均利用延人員数とする。

※平均利用延人員数が750人超の事業所であっても、算定する月の前月において、以下に示す基準を満たしている場合は、通常規模型通所リハビリテーション費を算定することができる。

　a 利用者の総数のうち、リハビリテーションマネジメント加算を算定した利用者の割合が80%以上であること。利用者の総数とは、前月に当該事業所において通所リハビリテーションを利用することを通所リハビリテーション計画上位置づけている者の人数とする。

　b 「専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。

通リハ１ｈ以上～２ｈ未満

通リハ２ｈ以上～３ｈ未満、３ｈ以上～４ｈ未満

通リハ４ｈ以上～５ｈ未満、５ｈ以上～６ｈ未満

予防通リハ２ｈ未満

予防通リハ２ｈ以上～４ｈ未満

通リハ４ｈ以上～６ｈ未満

　1／4×利用者数

　1／2×利用者数

　3／4×利用者数

　1／4×利用者数

　1／2×利用者数

　3／4×利用者数

報酬告示 別表７イ～ロ

留意事項通知 第２の８(8)

平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.2） 問10

青P298、299

青P300～301

緑P106 Q7

107 通所リハビリテーション費（2/19）



届出

状況

根拠となる法令等
点検項目 点検事項 点検結果 確認書類

介護 予防

１時間以上２時間未満 □ 満たす

２時間以上３時間未満 □ 満たす

３時間以上４時間未満 □ 満たす

４時間以上５時間未満 □ 満たす

５時間以上６時間未満 □ 満たす

６時間以上７時間未満 □ 満たす

７時間以上８時間未満 □ 満たす

利用者の要介護状態区分（要介護１～５）に応じて算定（月途中の区分変更に

注意）
□ 合致 受給資格等の確認

通所リハビリテーション計画上に位置付けられた内容を行うのに要する標準的

な時間で算定
□ 満たす

通所リハビリテー

ション計画、サー

ビス提供の記録

居宅サービス計画に沿い通所リハビリテーションの実施 □ 実施
居宅サービス計

画、サービス提供

の記録

　送迎時に実施した居宅内介助等を通所リハビリテーションの所要時間に含め

る場合、以下の要件をすべて充たしているか

１．含めることができるのは１日30分以内を限度

２．居宅サービス計画及び通所リハビリテーション計画に位置づけ

３．実施者は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護福祉

士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修終了者（２級課程修了者を含

む）、サービス直接提供職員として勤続３年以上の介護職員等、要件に該当

□ 合致

居宅サービス計

画、通所リハビリ

テーション計画、

サービス提供の記

録

留意事項通知 第２の８(１)

27.４.１事務連絡

介護保険最新情報vol.454

介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

問52、問53、問54、問55

青P302

緑P107 Q9～Q12

利用者の要支援状態区分（要支援１、２） □ 合致 受給資格等の確認

介護予防通所リハビリテーションの実施 □ 実施
サービス提供の記

録

区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） □ 合致 受給資格等の確認

区分変更（要介護→要支援） □ 合致 受給資格等の確認

区分変更（要支援→要介護） □ 合致 受給資格等の確認

サービス事業者の変更（同一保険者内のみ） □ 合致
契約日、契約解除

日

記載要領 ２-(２)⑦ 緑P1152～1153

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を受

けている者
□ 合致 利用日数の確認

介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている者 □ 合致 利用日数の確認

介護予防小規模多機能型居宅介護を受けている者 □ 合致 利用日数の確認

青P298～299

緑P12 Q2

緑P105 Q3

緑P340 Q8,Q9

青P132

報酬告示 別表７イ～ロ

介護報酬等に係るＱ＆Ａ vol.２ 問22

介護報酬に係るＱ＆Ａ 問３

留意事項通知 第２の１(３)

青P1176～

青P1110

緑P34 Q5

緑P1243

緑P34

Q2,Q3,Q5

介護予防通所リハビ

リテーション費

【予防】

報酬告示 別表７イ

18.３.22

介護制度改革information vol.78

平成18年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１）問

13、問15、問16

問11、問9、問10、問12、問14

留意事項通知 第２の１(３)

施設基準に掲げる区

分の通所リハビリ

テーション費

所要時間による区分

利用者に関する記

録（アセスメン

ト）、

通所リハビリテー

ション計画、居宅

サービス計画、

サービス提供票

報酬告示 別表７イ～ロ

留意事項通知 第２の８(１)

青P298～299

青P302

緑P105 Q3～Q4

日割り請求にかかる

適用

留意事項通知 第１の１(５)

20.４.21事務連絡

介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定

等に関するＱ＆Ａ 問23

平成27年３月31日厚労省老健局事務連絡 月

額包括報酬の日割り請求に係る適用

18.４.21介護制度改革informationvol.96 平

成18年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.３） 問18

20.４.21事務連絡

介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定

等に関するＱ＆Ａ 問20、問23

107 通所リハビリテーション費（3/19）



届出

状況

根拠となる法令等
点検項目 点検事項 点検結果 確認書類

介護 予防

介護老人保健施設等

の退所（退院）日の

通所リハビリテー

ション費の算定

介護老人保健施設、介護医療院の退所（退院）日、短期入所療養介護のサービ

ス終了日（退所・退院日）での通所リハビリテーション費の算定
□ なし

実施記録、サービ

ス提供票、利用者

に関する記録

留意事項通知 第２の１(３) 青P132

サービス種類相互の

算定関係

短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機

能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介

護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスを受けてい

る間の算定

□ なし サービス提供票

報酬告示 別表７イ～ロ注19 青P326

介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入

居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同

生活介護を受けている間の算定

□ なし サービス提供票

他の介護予防通所リハビリテーションを受けている間の算定 □ なし

併設医療機関の受診
通所リハビリテーションのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診

（緊急やむを得ない場合を除いて認められない。）
□ なし カルテ等

15.５.30事務連絡

介護保険最新情報vol.151

介護報酬に係るＱ＆Ａ 問３

緑P105 Q３ 15.５.30事務連絡

介護保険最新情報vol.151

介護報酬に係るＱ＆Ａ 問３

緑P105 Q３

　定員超過利用（１ヶ月の利用者数の平均が利用定員を超える）が発生した翌

月から、定員超過が解消されるに至った月まで、利用者の全員について減算

「１ヶ月（歴月）のサービス提供日ごとの同時にサービス提供を受けた者の最

大数の合計」÷「サービス提供日数」（小数点以下切り上げ）＞利用定員

□ 合致

　災害、虐待等の受入等やむを得ない利用による定員超過利用については、当

該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過

利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含

む。）の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がな

いにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災

害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。また、この

場合にあっては、やむを得ない理由により受け入れた利用者については、その

利用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に含まないこととする。

□ 合致

定員超過利用減算ではなく運営基準であるが、利用定員を超えて通所リハビリ

テーションの提供を行ってはならない（営業日ごと）。ただし、災害時は除

く。

□ 満たす 運営規程

基準省令 第119条

→基準省令 第102条

赤P221 基準省令 第120条の３ 赤P1126

常勤医師の配置（１以上）

※1
□ 満たす

出勤簿、勤務表、

資格証

医師の配置（営業日ごと１以上） □ 満たす 出勤簿、勤務表

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介

護職員（月平均で1.0以上）
□ 満たす

出勤簿、勤務表、

資格証

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介

護職員（営業日ごと）
□ 満たす 出勤簿、勤務表

報酬告示 別表７イ～ロ注１

留意事項通知 第２の８(28)

27号告示 二

基準省令 第111条第１項～４項

解釈通知 第３の７の１(１)(２)

21.３.23

介護保険最新情報vol.69 平成21年４月改定関

係Ｑ＆Ａ（vol.１） 問54

青P1176

緑P718

赤P1123

定員超過利用減算

青P303

緑P705～

赤P203～

緑P337

報酬告示 別表７イ注１

27号告示 十六

基準省令 第117条第１項～４項

業務日誌

人員基準欠如減算

（人員欠如がない場

合）

【介護・予防】

留意事項通知 第２の８(27)

→第２の７(16)

27号告示 二

基準省令 第119条

→基準省令 第102条

18.3.22

介護制度改革information vol.78

平成18年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１）問41

青P1176

青P303

緑P718

赤P1126

緑P340 Q10

青P1180報酬告示 別表７イ注７及び8

サービス種類相互の

算定関係

青P303

緑P705

赤P221

緑P340 Q10

留意事項通知 第２の６(９)

→留意事項通知 第２の８(25)

27号告示 十六

基準省令 第120条の３

18.３.22

介護制度改革information vol.78

平成18年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１） 問

41
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届出

状況

根拠となる法令等
点検項目 点検事項 点検結果 確認書類

介護 予防

人員欠如が発生した翌月から、人員欠如が解消されるに至った月まで利用者全

員について減算
□ 合致 出勤簿、勤務表

医師の配置

　式Ａ　＜　0.9
□ 減算該当 出勤簿、勤務表

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介

護職員の配置

　式Ｂ　＜　0.9

□ 減算該当 出勤簿、勤務表

（老健・病院・介護

医療院）

従事者のうち理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の配置（リハビリテー

ションを提供する時間帯に配置）

　式Ｃ　＜　0.9　※２

□ 減算該当
出勤簿、勤務表、

資格証

（診療所）
従事者のうち理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、経験看護師の配置

　式Ｄ　＜　0.09　※２
□ 減算該当

出勤簿、勤務表、

資格証

人員欠如が発生した翌々月から、人員欠如が解消されるに至った月まで利用者

全員について減算（翌月の末日に人員基準を満たすに至っている場合を除く）
□ 合致 出勤簿、勤務表

医師の配置

　0.9≦　式Ａ　＜1.0
□ 減算該当 出勤簿、勤務表

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介

護職員の配置

　0.9≦　式Ｂ　＜1.0

□ 減算該当 出勤簿、勤務表

（老健・病院・介護

医療院）

従事者のうち理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の配置(リハビリテーショ

ンを提供する時間帯に配置)

　0.9≦　式Ｃ　＜1.0　※２

□ 減算該当
出勤簿、勤務表、

資格証

（診療所）
従事者のうち理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、経験看護師の配置

　0.09≦　式Ｄ　＜0.1　※２
□ 減算該当

出勤簿、勤務表、

資格証

突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、１割の人員基準を

下回った。

公共職業安定所又は無料職業紹介事業を活用して、職員の確保の取組を行って

いる。

民間職業紹介事業者を利用する場合は、医療・介護・保育分野における適正な

有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含んでいる。

自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、職員の確保に係る取組を積極的に

行っている。

一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、職員の適正な労働時間管理を行

い、体制の整備を図るよう努めている。

人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに、別紙様式７により県へ報

告している。（報告する時点で有効な求人票の写しを添付）
□ 該当

人員基準欠如減算の

適用猶予

（１年に１回に限

る、人員欠如の発生

が生じた日の属する

月の翌々月までの

間）
□ 該当

R８.５.８付け老高発05088第１号「指

定居宅サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（訪問通所サービス、

居宅量要管理指導及び福祉用具貸与に

係る部分）及び指定居宅介護支援に要

する費用の額の算定に関する基準の制

定に伴う実施上の留意事項について」

等の一部改正について

人員基準欠如減算

（１割の範囲内で減

少した場合）

【介護・予防】

※1　診療所で、利用者数が同時に10人以下の場合を除く

※2　所要時間１時間から２時間の通所リハビリテーションを行う場合であって、定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師がリハビリテーションを提供する場合は、これらの

者を当該単位における理学療法士等として計算することができる。

人員基準欠如減算

（１割を超えて減少

した場合）

【介護・予防】

平成22年１月25日事務連絡（長寿社会対策課）

式Ａ

「サービス提供日に専任の（常勤）医師が勤務した日数」÷「サービス提供日数」

式Ｂ

「営業日のサービス提供時間中における従事者が実際に勤務した時間の合計」÷「各営業日における従事すべき従事者数 ×

サービス提供時間の合計」

式Ｃ

「営業日のリハビリテーションを提供する時間帯に配置された理学療法士等の延べ人数」÷「各営業日における従事すべき理

学療法士等の人数の合計」

式Ｄ

「歴月における理学療法士等の勤務延時間数」÷「歴月における常勤の職員が勤務する時間」
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届出

状況

根拠となる法令等
点検項目 点検事項 点検結果 確認書類

介護 予防

高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない □ 減算該当 委員会の開催記録

高齢者虐待防止のための指針を整備していない □ 減算該当
虐待の発生・再発防

止の指針

高齢者虐待防止のための研修を定期的に実施していない □ 減算該当 研修計画、実施記録

高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない □ 減算該当
担当者の配置が分か

る文書

感染症に係る業務継続計画と災害に係る業務継続計画を策定していな
い
（いずれか一方のみの策定は不可）

□ 減算該当
業務継続計画（感染

症・非常災害）

上記計画に従い必要な措置を講じていない □ 減算該当 対応の記録

７時間以上８時間未満のサービス提供 □ 実施

８時間以上９時間未満 □ 50単位

９時間以上１０時間未満 □ 100単位

１０時間以上１１時間未満 □ 150単位

１１時間以上１２時間未満 □ 200単位

１２時間以上１３時間未満 □ 250単位

７時間以上 □ 300単位

常時事業所に配置されている理学療法士等の合計数が、利用者の数が25又はそ

の端数を増すごとに1以上
□ 満たす

３時間以上４時間未満 □ 12単位

４時間以上５時間未満 □ 16単位

５時間以上６時間未満 □ 20単位

６時間以上７時間未満 □ 24単位

７時間以上 □ 28単位

報酬告示 別表７イ～ロ注７

留意事項通知 第２の８(９)

報酬告示 別表７イ～ロ注５

留意事項通知 第２の８(６)

青P306

緑P22 Q6

該当

通所リハビリテー

ション計画、サー

ビス提供票、実施

記録

理学療法士等体制強

化加算

□ 配置
出勤簿、勤務表、

資格証

□ 実施記録

理学療法士等を専従かつ常勤で２名以上

リハビリテーション

提供体制加算

高齢者虐待防止措置

未実施減算

（所定単位数×

99/100）

業務継続計画未策定

減算
（所定単位数×

99/100）

※令和７年４月から減

算適用

報酬告示 別表５イ注２

留意事項通知 第２の６(２)

報酬告示 別表７イ～ロ注２

留意事項通知 第２の８(３)

報酬告示 別表７イ～ロ注６

留意事項通知 第２の８(７)

平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.１） 問61

令和３年介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.

３） 問27、問28

青P305

７～８時間の前後に

行う日常生活上の世

話

（延長加算）

青P304

緑P465

青P1178,1179

緑P465

青P1178,1179

緑P464

報酬告示 別表７イ～ロ注３

留意事項通知 第２の８(４)

報酬告示 別表５イ注３

留意事項通知 第２の６(３)

青P304

緑P464

１時間以上２時間未満の通所リハビリテーション

青P307勤務表
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届出

状況

根拠となる法令等
点検項目 点検事項 点検結果 確認書類

介護 予防

厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域に利用者が居住 □ 300単位 利用者の基本情報

通常の実施地域を越えてサービスを提供 □ 合致 運営規程

交通費の支払いを受領 □ なし 領収書

入浴介助を適切に行うことのできる人員及び設備 □ 満たす 勤務表、入浴設備
報酬告示 別表７イ～ロ注９

通所リハビリテーション計画上の位置付け □ あり
通所リハビリテー

ション計画

留意事項通知 第２の８(12)ア

入浴介助の実施（介助には、入浴中の利用者の観察を含む。） □ 実施 実施記録
令和３年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.８)

問６

利用者の事情により入浴を実施しなかった場合 □ 算定せず 実施記録

医師、理学療法士、作業療法士、若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室

の環境の評価を行うことがができる福祉用具専門相談員、地域包括支援センターの職

員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者（以下「医師等」）が利用

者の居宅を訪問し、浴室における利用者の動作及び浴室の環境を評価

□ 実施
通所リハビリテー

ション計画、評価

の記録

留意事項通知 第２の８(12)イ

利用者の居宅を訪問し評価した者が入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の

動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが

可能であると判断した場合、通所リハビリテーション事業所に対しその旨情報共有
□ 実施

通所リハビリテー

ション計画、情報

共有の記録

令和３年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.８)

問１～問５

評価の結果、利用者自身又はその家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境に

あると認められる場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員又は福祉用具専門相談

員と連携し、利用者及び利用者担当の介護支援専門員等に対し、福祉用具の貸与・購

入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。ただし、医師等による利用者の

居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問

し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における利用者の動作及び浴室の環境を

踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えない

□ 実施
通所リハビリテー

ション計画、助言

の記録

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師等との連携の下で、利用者の身体の

状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を

作成
□ 実施

通所リハビリテー

ション計画、入浴

計画

入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて入浴介助を実施

（利用者の居宅の浴室の状況に近い環境については、大浴槽等においても、手すりな

ど入浴に要する福祉用具等を活用し、浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び

高さ等を踏まえることで、利用者の居宅の浴室環境の状況を再現していることとして

差し支えない。）

□ 実施
通所リハビリテー

ション計画、入浴

計画

中山間地域等に居住

する者へのサービス

提供加算

報酬告示 別表７イ注４

大臣告示第83号

青P1178

緑P766～

青P308

入浴介助加算（Ⅱ）

入浴介助加算

（Ⅰ）、（Ⅱ）共通

青P307

緑P766～

報酬告示 別表７イ～ロ注７

留意事項通知 第２の８(８)

大臣告示第83号

青P308、309
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届出

状況

根拠となる法令等
点検項目 点検事項 点検結果 確認書類

介護 予防

同一の利用者に対し、同一月に他のリハビリテーションマネジメント加算を併

算定していない
□ 適合

リハビリテーションの質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏ま

えた、多職種協働による通所リハビリテーション計画の作成、当該計画に基づ

く状態や生活環境等を踏まえた適切なリハビリテーションの提供、当該提供内

容の評価とその結果を踏まえた当該計画の見直し等といったサイクル「ＳＰＤ

ＣＡ」が構築され、継続的に質の管理を行っている

□ 適合

事業所の医師が理学療法士等に対し、利用者に対するリハビリテーションの目

的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得

ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにお

ける利用者に対する負荷等のうちいずれか1以上の指示を行っている

□ 該当

指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士等が、当該内容がリハビリ

テーションマネジメント加算の基準に適合するものであると明確に分かるよう

に記録している

□ あり

リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地

から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション

会議の内容を記録している

□ 該当

リハビリテーショ

ン計画書

(別紙様式2－2－1

又2－2－2)、

同意書等

リハビリテーション

マネジメント加算

（共通）

リハビリテーション

マネジメント加算イ

（介護）

報酬告示 別表７イ～ハ注10

95号告示 二十五

留意事項通知 第２の８(13)

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について(R６.

３.15）

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.２）」

問27，28，問30～問35

青

P310～312

緑

P890～
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届出

状況

根拠となる法令等
点検項目 点検事項 点検結果 確認書類

介護 予防

通所リハビリテーション計画について、計画の作成に関与した理学療法士等が

利用者又は家族に対して説明し利用者の同意を得ている。

※医師以外が説明した場合は、説明した内容等について医師へ報告している。

□ 該当

リハビリテーション介護の構成員である医師がテレビ電話等情報通信機器を使

用して参加した場合に、会議の議事に支障がないか
□ なし

通所リハビリテーション計画の作成にあたり、当該計画の同意を得た日の属す

る月から起算して6月以内の場合は1月に1回以上、6月を超えた場合にあっては

３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応

じ、通所リハビリテーション計画を見直している

□ 該当

理学療法士等が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的

な見地から、以下に関する情報提供を行う

　・利用者の有する能力 □ あり

　・自立のために必要な支援方法 □ あり

　・日常生活上の留意点 □ あり

次のいずれかに適合

 (1) 理学療法士等が、居宅サービス計画に位置付けた訪問介護事業その他の居

宅サービスに係る従業者と利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビ

リテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生

活上の留意点に関する助言を行う

 (2) 理学療法士等が、利用者の居宅を訪問し、利用者の家族に対し、リハビリ

テーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活

上の留意点に関する助言を行う

□ 該当

リハビリテーションマネジメント加算イの要件を満たしている □ 該当

青

P310～312

利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容を科学的介護情報システ

ム（ＬＩＦＥ）を用いて厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当

たって、ＬＩＦＥへの提供情報及びフィードバック情報を活用し、ＰＤＣＡサ

イクルによりサービスの質の管理を行っている。

□ 該当

科学的介護情報システム（LIFE)関連加算に関

する基本的考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について（R６.３.15）

緑P875～

リハビリテーションマネジメント加算（ロ）の基準に適合している □ 該当

事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置し

ている
□ 該当

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置している □ 該当

利用者ごとに医師、理学療法士等、看護職員、介護職員その他の職種の者が共

同して栄養アセスメントを実施し、利用者又はその家族に対してその結果を説

明し、相談等に必要に応じ対応している

□ 該当

定員超過利用・人員基準欠如に該当していない □ 該当

利用者ごとに、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共

同して口腔の健康状態を評価し、利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課

題の把握を行っている

□ 該当

報酬告示 別表７イ～ハ注10

95号告示 二十五

留意事項通知 第２の８(13)

青

P310～312

リハビリテーション

マネジメント加算

（共通）

リハビリテーション

マネジメント加算イ

（介護）

報酬告示 別表７イ～ハ注10

95号告示 二十五

留意事項通知 第２の８(13)

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について(R６.

３.15）

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.２）」

問27，28，問30～問35

青

P310～312

緑

P890～

リハビリテーショ

ン計画書

(別紙様式2－2－1

又2－2－2)

同意書等

リハビリテーション

マネジメント加算ロ

（介護）

リハビリテーション

マネジメント加算ハ

（介護）

107 通所リハビリテーション費（9/19）



届出

状況

根拠となる法令等
点検項目 点検事項 点検結果 確認書類

介護 予防

利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士等、歯科衛生士、看護職員、介

護職員その他の職種の者が、通所リハビリテーション計画等の内容等の情報、

その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、利用者

の栄養状態に関する情報及び利用者の口腔の健康状態に関する情報を相互に共

有している

□ 該当

上記で共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見

直し、その内容を関係職種間で共有している
□ 該当

通所リハビリテー

ション計画の医師に

よる説明

通所リハビリテーション計画について、事業所の医師が、利用者又はその家族

に対して説明し、利用者の同意を得ている。
□ 該当

青310

認知症を有する利用者の認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社

会適応能力（生活環境又は家庭環境へ適応する等の能力）を最大限に活かしな

がら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテーションを実施

□ 該当

精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関

する専門的な研修を修了した医師の配置
□ 配置

認知症であると医師が判断した者であって、精神科医師若しくは神経内科医師又は認

知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、リハ

ビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対し算定
□ 合致

本加算の対象となる利用者は、ＭＭＳＥ（Mini Mental State Examination）

又はＨＤＳ－Ｒ（改訂長谷川式簡易知能評価スケール）においておおむね５点

～25点に相当する者である

□ 合致

同一の利用者に対し、同一月に他の認知症短期集中リハビリテーション実施加

算を併算定していない
□ 合致

短期集中個別リハビリテーション実施加算の有無 □ なし

生活行為向上リハビリテーション実施加算の有無 □ なし

過去３月の間に本加算を算定していない □ 合致

退院（退所）日から起算して３月以内に個別リハビリテーションを集中的に実

施（概ね週２回以上１回40分以上）

報酬告示 別表７イ～ハ注10

95号告示 二十五

留意事項通知 第２の８(13)

合致

実施計画の評価、見直し □

青P313

緑P890～

緑P109

１月以内

医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が集

中的な個別リハビリテーションを行っている

通所リハビリテー

ション計画書、実

施記録、研修修了

証

報酬告示 別表７イ～ロ注12

95号告示 二十七

留意事項通知 第２の８(15)

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について(R６.

３.15）

報酬告示 別表７イ～ロ注12

95号告示 二十七

留意事項通知 第２の８(15)

青P314,315

緑P890～

緑P109～111

青P314,315

□

青

P310～312

報酬告示 別表７イ～ロ注11

留意事項通知 第２の８(14)

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について(R６.

３.15）

□ 合致

個別に行う集中的なリハビリテーション（１回20分以上） □ 該当

該当

該当□退院（所）日又は通所開始日から起算して３月以内

１週に２日を限度

生活行為向上リハビリテーション実施加算の有無 □

□

医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、

個別にリハビリテーションを実施

□ 110単位

認知症短期集中リハビリテーション実施加算の有無

なし

リハビリテーションマネジメント加算の有無 □

□

リハビリテーション

マネジメント加算ハ

（介護）

リハビリテーショ

ン実施計画書、実

施記録

認知症短期集中リハ

ビリテーション実施

加算（Ⅰ）

認知症短期集中リハ

ビリテーション実施

加算（Ⅰ）（Ⅱ）共

通

短期集中個別リハビ

リテーション実施加

算

なし

あり

107 通所リハビリテーション費（10/19）



届出

状況

根拠となる法令等
点検項目 点検事項 点検結果 確認書類

介護 予防

生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療

法士又は生活行為の内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士若しく

は言語聴覚士が配置されている

□ 配置

生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテー

ションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載されたリハビリテーション

実施計画を定め、リハビリテーションを提供している

□ 合致

上記計画で定めた指定通所リハビリテーション実施期間中、指定通所リハビリ

テーションの提供を終了した日前１月以内に、リハビリテーション会議を開催

し、リハビリテーションの目標の達成状況を報告している

□ 合致

短期集中個別リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーショ

ン実施加算のいずれも算定していない（急性増悪等により当該加算を算定する

必要性をリハビリテーション会議で合意した場合を除く）

□ 満たす

リハビリテーションマネジメント加算イ、ロ、ハのいずれかを算定 □ あり

事業所の医師または医師の指示を受けた理学療法士等が利用者の居宅を訪問

し、生活行為に関する評価を概ね１月に１回以上実施
□ 合致

リハビリテーション実施計画に基づく通所リハビリテーションを開始した日の

属する月から起算して６月以内の期間に限り１月につき1,250単位を算定
□ 合致

  イ（利用を開始した日の属する月から起算して３月以内の場合）2,000単位 □ 合致
  ロ（当該日の属する月から起算してから３月を超え、６月以内の場合）1,000

単位
□ 合致

　イとロを併算定していない □ 満たす

　当該加算を算定し、加算を算定するために作成したリハビリテーション実

施計画で定めた実施期間中に通所リハビリテーションの提供を終了した場合

において、同一の利用者に対し再度通所リハビリテーションを行ったとき

は、提供を終了した日の属する月の翌日から６月以内の期間に限り、１日に

つき所定単位数の100分の15を相当する単位数を減算

□ 合致

報酬告示 別表７イ～ロ注14

留意事項通知 第２の８(17)

95号告示 十八の二

青P318，319

緑P113，114

退院（所）日又は通所開始日の属する月から起算して３月以内

実施記録

□

□

通所リハビリテーションの評価に当たって、利用者の居宅を訪問し、利用者の

居宅における応用的動作能力や社会適応能力について評価を行い、その結果を

利用者と家族に伝達

通所リハビリテーション計画に、時間、実施頻度、実施方法を定めている

通所リハビリテーション計画の作成に当たって、利用者の生活環境をあらかじ

め把握するため、利用者の居宅を訪問

若年性認知症利用者

受入加算

報酬告示 別表５イ注６

95号告示 十八

利用者の基本情報該当
青P1180

□

利用者に応じた適切なサービス提供 □

若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定める □ 該当

初老期における認知症

□ 該当

通所リハビリテーションの評価に当たって、利用者の居宅を訪問した際、リハ

ビリテーションを実施していない

医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、

利用者の状態に応じて、個別又は集団によるリハビリテーションを実施
□

通所リハビリテー

ション計画書、生

活行為リハビリ

テーション実施計

画（別紙様式

６）、実施記録、

出勤簿、勤務表、

資格証

□ 合致

□

報酬告示 別表７イ～ロ注12

95号告示 二十七

留意事項通知 第２の８(15)

青P314,315
あり

あり

合致

該当□

報酬告示 別表５イ注５

95号告示 百六の六

留意事項通知 第２の６(４)

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.５）」問６

青P1178～1180

緑P112、113

リハビリテーションマネジメント加算イ、ロ、ハのいずれかを算定

報酬告示 別表７イ～ロ注13

95号告示 二十八

留意事項通知 第２の８(16)

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.５）」問６

通所リハビリテー

ション計画

青P316～317

緑P112、113

１月に４回以上（１月に８回以上が望ましい）

あり

生活行為向上リハビ

リテーション実施加

算

認知症短期集中リハ

ビリテーション実施

加算（Ⅱ）

該当

□ あり

107 通所リハビリテーション費（11/19）



届出

状況

根拠となる法令等
点検項目 点検事項 点検結果 確認書類

介護 予防

当該事業所の従事者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置 □ 満たす
出勤簿、勤務表、

資格証

管理栄養士、看護・介護職員等が共同して栄養アセスメントを実施（３月に１

回以上・体重測定は１月毎）
□ 実施

栄養アセスメント

の記録

利用者等に対する結果の説明及び栄養食事相談、情報提供等 □ 実施

低栄養状態にある利用者等について、介護支援専門員と情報共有のうえ、栄養

改善加算に係る栄養改善サービスの提供検討を依頼
□ 実施

原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受け

ている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月並びにリハビリ

テーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は算定していない

□ 算定せず

利用者ごとの栄養状態の情報を厚生労働省に提出（ＬＩＦＥを使用）し、栄養

管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用
□ 実施

定員、人員基準に適合 □ 該当

当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を

算定していない
□ 算定せず

当該利用者について、他のサービス事業所において、口腔連携強化加算を算定

していない
□ 算定せず

定員、人員基準に適合 □ 該当

利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態につい

て確認を行う
□ 実施

口腔・栄養スク

リーニング様式

当該利用者の口腔の健康状態及び栄養状態に関する情報を当該利用者を担当す

る介護支援専門員に提供
□ 実施

情報提供した旨の

記録

算定月が次に掲げる基準のいずれにも適合しないこと 　　

①栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養

改善サービスを受けている間若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月
□ 該当せず

②当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間又は

当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月
□ 該当せず

栄養改善加算

栄養アセスメント加

算

配置

青P318，319

緑P890～

緑P875～

青P1184～1186

緑P890～

緑P114，115

栄養ケアモニタリ

ング（参考様式）

栄養ケア提供経過

記録（参考様式）

あり利用者等に対する計画の説明及び同意の有無 □

報酬告示 別表５ニ注

留意事項通知 第２の６(９)

95号告示 十九

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について(R６.

３.15）

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ」

(Vol.３)問33

報酬告示 別表７イ～ロ注16

留意事項通知 第２の８(19)

95号告示 二十九

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について(R６.

３.15）

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ」

(Vol.３)問33

青P320，321

緑P890～

緑P114，115

介護給付費請求書

及び明細書

概ね３月ごとに栄養ケア計画の評価、介護支援専門員に対する情報提供

口腔・栄養スクリー

ニング加算（Ⅰ）

事業所の従業者として又は外部(他の事業所(栄養改善加算の対象事業所に限る）、医

療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を

超えて管理栄養士氏を置いているものまたは常勤の管理栄養士を威名以上配置してい

るものに限る）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置運営

する「栄養ケア・ステーション」）との連携により管理栄養士を１名以上配置

定員、人員基準に適合

口腔・栄養スクリー

ニング加算（共通）

□

□

計画に従い、必要に応じた利用者の居宅訪問、栄養改善サービスの提供、栄養

状態等の記録
□

２回以下

□

月の算定回数

満たす

あり

あり

あり管理栄養士、看護・介護職員等が共同して栄養ケア計画を作成

報酬告示 別表５ハ注

留意事項通知 第２の６(８)

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について(R６.

３.15）

科学的介護情報システム（LIFE)関連加算に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び

様式例の提示について（R６.３.15）

□

青P1182～1184

緑P890～

緑P875～

報酬告示 別表７イ～ロ注15

留意事項通知 第２の８(18)

95号告示 十八の二

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について(R６.

３.15）

科学的介護情報システム（LIFE)関連加算に関

する基本的考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について（R６.３.15）

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ」

(Vol.６)問4,（Vol.７）問２

出勤簿、勤務表、

資格証

青P1186～1188

緑P890～

報酬告示 別表５ホ注

留意事項通知 第２の６(８)

95号告示 百七の二

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について(R６.

３.15）

青P322,323

緑P890～

報酬告示 別表７イ～ロ注17

留意事項通知 第２の８(20)

95号告示 十九の二

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について(R６.

３.15）

栄養ケア計画（参

考様式）

利用者又は家族が

同意した旨の記録

□

107 通所リハビリテーション費（12/19）



届出

状況

根拠となる法令等
点検項目 点検事項 点検結果 確認書類

介護 予防

次に掲げる基準（１）か（２）のいずれかに適合すること

（１）次に掲げる基準のいずれにも適合すること 　　

①利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行う □ 実施
口腔・栄養スク

リーニング様式

②当該利用者の口腔の健康状態に関する情報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提

供
□ 実施

情報提供した旨の

記録

③算定月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定

に係る栄養改善サービスを受けている間若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属

する月
□ 該当

④算定月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けて

いる間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月でない
□ 該当

（２）次に掲げる基準のいずれにも適合すること 　　

①利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行う □ 実施
口腔・栄養スク

リーニング様式

②当該利用者の栄養状態に関する情報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供 □ 実施
情報提供した旨の

記録

③算定月が、栄養アセスメント加算を算定していないかつ当該利用者が栄養改善加算の算

定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービスが終了した日の属す

る月でない

□ 該当

④算定月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けて

いる間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月
□ 該当

月の算定回数 □ ２回以下

定員、人員基準に適合 □

報酬告示 別表７イ～ハ注18

留意事項通知 第２の８(21)

95号告示 三十

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について(R６.

３.15）

21.３.23介護保険最新情報vol.69 平成21年

４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１）問14、問15

21.４.17介護保険最新情報vol.79 平成21年

４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.２）問１

利用者が歯科医療を受診をしている場合で、医療保険において歯科診療点数表

に掲げる摂食機能療法の算定をしておらず、かつ介護保険の口腔機能向上サー

ビスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っている

おおむね

３月ごと

に実施

利用者等に対する計画の説明及び同意の有無

□ あり

満たす

利用者ごとの計画の進捗状況を定期的に評価、介護支援専門員等への情報提供 □

計画に基づく言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員による口腔機能向上サービ

スの提供、定期的な記録作成

青P1188～1190

緑P115，116

青P324～326

緑P890～

緑P115、116

□ あり

報酬告示 別表７ニ注

留意事項通知 第２の６(11)

95号告示 百八

18.５.２介護制度改革information vol.102

平成18年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.４）問１

21.３.23介護保険最新情報vol.69 平成21年

４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.１）問14、問15

21.４.17介護保険最新情報vol.79 平成21年

４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.２）問１

医師若しくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又は歯科医

師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能向上サービスを個別に行っている

口腔・栄養スクリー

ニング加算（Ⅱ）

言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員を１名以上配置

口腔機能向上加算

（Ⅰ）（Ⅱ）共通

□

□ あり

あり若し

くは必要

がない

□

□ 満たす

配置

利用者が歯科医療を受診をしている場合で、医療保険において歯科診療点数表

に掲げる摂食機能療法の算定をしていない

□ 合致

口腔機能改善管理

指導計画・管理指

導計画（参考様

式）

介護給付費請求書

及び明細書

口腔機能向上サー

ビスのモニタリン

グ

（参考様式）

満たす

必要に応じ、介護支援専門員を通じての主治の歯科医師等への情報提供、受診

勧奨などの措置

報酬告示 別表７イ～ロ注17

留意事項通知 第２の８(20)

95号告示 十九の二

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について(R６.

３.15）

青P322,323

緑P890～

報酬告示 別表５ホ注

留意事項通知 第２の６(８)

95号告示 百七の二

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について(R６.

３.15）

青P1186～1188

緑P890～

出勤簿、勤務表、

資格証

言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者

が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成

□

利用者又は家族が

同意した旨の記録

口腔機能改善管理

指導計画・管理指

導計画(参考様式)

107 通所リハビリテーション費（13/19）



届出

状況

根拠となる法令等
点検項目 点検事項 点検結果 確認書類

介護 予防

口腔機能向上加算

（Ⅰ）
リハビリテーションマネジメント加算（ハ）を算定していない。 □ 該当

リハビリテーションマネジメント加算（ハ）を算定している。
□ 該当

利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出

し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理

の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している。

□ 実施

科学的介護情報システム（LIFE)関連加算に関

する基本的考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について（R６.３.15）

緑P875～ 科学的介護情報システム（LIFE)関連加算に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び

様式例の提示について（R６.３.15）

緑P875～

リハビリテーションマネジメント加算（ハ）を算定していない。 □ 該当

利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出

し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理

の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している。

□ 実施

科学的介護情報システム（LIFE)関連加算に関

する基本的考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について（R６.３.15）

緑P875～ 科学的介護情報システム（LIFE)関連加算に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び

様式例の提示について（R６.３.15）

緑P875～

12を当該通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た

数が100分の27以上である
□ 合致

通所リハビリテーション終了者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所

へ提供している
□ あり

リハビリテーショ

ン計画書

口腔機能向上加算

（Ⅱ）ロ

口腔機能向上加算

（Ⅱ）イ

移行支援加算

評価対象期間において通所リハビリテーション終了者のうち指定通所介護等

（指定通所リハビリテーションを除く。）を実施した者の占める割合が100分の

３を超えている

報酬告示 別表７ニ

95号告示 三十二

94号告示　十九

留意事項通知 第２の８(30)

青P332，333

合致□

通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に

従業者が終了者に対して指定通所介護等の実施状況を確認し、記録している
□

合致 実施記録

通所リハビリテーション計画に家庭や社会への参加を可能とするための目標を

作成した上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬを向上させ、指定通所介護等（通

所リハビリテーションは除く。）に移行させるリハビリテーションを実施して

いる

□

リハビリテーショ

ン実施プログラム

実施記録あり

107 通所リハビリテーション費（14/19）



届出

状況

根拠となる法令等
点検項目 点検事項 点検結果 確認書類

介護 予防

利用者ごとのＡDL値，栄養状態，口腔機能，認知症の状況その他の利用者の心

身の状況等に係る基本的な情報を，厚生労働省に提出している
□ 該当

必要に応じて，通所リハビリテーション計画を見直すなど，指定通所リハビリ

テーションの提供に当たって，厚生労働省に提出する情報その他指定通所リハ

ビリテーションを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している

□ 該当

病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定通所リハビリテーショ

ン事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カ

ンファレンスに参加し、退院時共同指導（病院又は診療所の主治の医師、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関

する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハ

ビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での通所リハビ

リテーション計画に反映させることをいう。）を行っているか

□ 該当

退院時共同指導を行った場合は、その内容を記録しているか □ 該当

科学的介護推進体制

加算

退院時共同指導加算

中重度者ケア体制加

算

該当

合致

合致

青P328

青P326～327報酬告示 別表７イ～ロ注２0

留意事項通知 第２の８(22)

報酬告示 別表７イ～ロ注２1

留意事項通知 第２の８(25)

「平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.１）」 問55

青P330，331

緑P22

報酬告示 別表５イ注９

留意事項通知 第２の６(６)

青P1180,1181

厚生労働大臣が定める状態が一定の期間や頻度で継続

計画的な医学的管理を継続的に実施し、診療録に記録

□要介護３、要介護４又は要介護５に該当

□

合致
出勤簿、勤務表、

資格証

□

重度療養管理加算

同一建物居住者等に

対する減算

□

配置
出勤簿、勤務表、

資格証

利用者の基本情報

前年度又は算定日が属する月の前３月間の指定通所リハビリテーション事業所

の利用者数の総数のうち、要介護状態区分が要介護３、要介護４又は要介護５

である者の占める割合が100分の30以上である

□

利用者の基本情報

合致

合致

あり

利用者の基本情報

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から当該事業所に通う者については、所

定単位を減算する

　※「同一建物」とは事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物

・建物の１階部分に通所リハビリテーション事業所がある場合や、建物と渡り廊下等

で繋がっている場合は該当

・同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は非該当

　※当該建築物の管理、運営法人が当該通所リハビリテーション事業所の事業者と異

なる場合であっても該当

　※減算の対象は、通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者及び同一

建物から通所リハビリテーションを利用する者に限られる

・自宅（同一建物に居住する者を除く。）から通所リハビリテーション事業所へ通

い、同一建物に宿泊する場合、この日は減算とならない

・同一建物に宿泊した者が通所リハビリテーション事業所へ通い､自宅(同一建物に居

住する者を除く)に帰る場合､この日は減算となる

指定通所リハビリテーション事業所の看護職員又は介護職員の員数に加え、看

護職員又は介護職員を常勤換算方法で１以上確保している

出勤簿、勤務表、

実施記録

中重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するリハ

ビリテーションを計画的に実施するプログラムを作成している
□

□
指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら指定通所リハビリ

テーションの提供に当たる看護職員を１名以上配置している

あり
リハビリテーショ

ン実施プログラム

□

□

看護職員の配置のない日は算定不可

報酬告示 別表７イ～ロ注２2

留意事項通知 第２の８(24)

科学的介護情報システム（LIFE)関連加算に関

する基本的考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について（R６.３.15）

報酬告示 別表７ハ注

留意事項通知 第２の８(29)

青P329

緑P875～

報酬告示 別表５チ注

留意事項通知 第２の６(13)

科学的介護情報システム（LIFE)関連加算に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び

様式例の提示について（R６.３.15）

青P1191

緑P875～

報酬告示 別表５ロ注

留意事項通知 第２の６(７)

青P330，331 青P1182,1183

診療録

報酬告示 別表７イ～ハ注２1

留意事項通知 第２の８(23)

利用者の基本情報

107 通所リハビリテーション費（15/19）



届出

状況

根拠となる法令等
点検項目 点検事項 点検結果 確認書類

介護 予防

前年度（３月を除く）の職員の割合につき、毎年度記録しているか。また、前年度の

実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）

については、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員の割合につき、毎月

継続的に維持しており、その割合について毎月記録しているか

□ 適合

定員超過利用、人員基準欠如に該当していない □ 適合

次の①、②のいずれかに適合 □ 適合

①介護職員のうち、介護福祉士の占める割合が100分の70以上 □ 満たす

②介護職員のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が100分の25以

上
□ 満たす

サービス提供体制強

化加算（Ⅱ）
介護職員のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上 □ 適合

次の①、②のいずれかに適合 □ 適合

①介護職員のうち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上 □ 満たす

②リハビリテーションを直接提供する職員（理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、看護職員又は介護職員等）のうち勤続年数７年以上の者の占める割合が

100分の30以上

□ 満たす

事業者が送迎を行わ

ない場合の減算

報酬告示 別表７ホ注

95号告示 三十三

留意事項通知 第２の８(31)

青P334，335

緑P14～17

報酬告示 別表５ソ注

95号告示 百十三

青P1192

緑P14～17

報酬告示 別表７ハ注２4

留意事項通知 第２の８(26)

27.４.１事務連絡

「平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.１）」問61,問62

報酬告示 別表７イ～ロ注２1

留意事項通知 第２の８(25)

「平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.１）」 問55

青P330，331

緑P22

報酬告示 別表５イ注９

留意事項通知 第２の６(６)

青P1180,1181

青P330，331

緑P116

傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情に

より送迎が必要と認められる利用者に対して送迎を行った場合は、例外的に減算対象

とならない。

　具体的には、傷病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者で

あって、かつ建物の構造上自力での通所が困難である者に対し、２人以上の従業者

が、当該利用者の居住する場所と当該指定通所リハビリテーション事業所の間の往復

の移動を介助した場合に限られる。

　ただし、この場合、２人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助

の方法及び期間について、介護支援専門員とサービス担当者会議等で慎重に検討し、

その内容及び結果について通所リハビリテーション計画に記載し、移動介助者及び移

動介助時の利用者の様子等について、記録しなければならない。

サービス提供体制強

化加算（Ⅲ）

□

居宅と事業所間の送迎を行わない場合は、片道ごとに所定単位を減算している

（同一建物居住者等に係る減算の対象者を除く）

あり

同一建物居住者等に

対する減算

サービス提供強化加

算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)共通

サービス提供体制強

化加算（Ⅰ）

合致
実施記録、送迎の

記録

実施記録、送迎の

記録
□

通所リハビリテーション計画に送迎の有無の位置づけはされているか □
通所リハビリテー

ション計画

該当

実施記録

□

事業所の職員が徒歩で送迎した場合は、減算の対象にはならない 合致

職員台帳（履歴

書）、資格証等
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届出

状況

根拠となる法令等
点検項目 点検事項 点検結果 確認書類

介護 予防

介護予防通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して

12月を超えて介護予防通所リハビリテーションを実施した場合減算をしている

ただし、下記基準を満たす場合を除く。

□ 該当

利用開始日の属する月から12月を超えて介護予防通所リハビリテーションを行

う場合の減算を行わない基準

・３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに

関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該

リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応

じ、リハビリテーション計画を見直していること。

・利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提

出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテー

ションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

□ いずれにも該当

利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施し

ている
□ 該当

利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において当該利用

者に対し栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービ

スを行う日を1月につき2回以上を設けていること

□ 該当

同月中に利用者に対し，栄養改善加算を算定していない □ 該当

同月中に利用者に対し，口腔機能向上加算を算定していない □ 該当

栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること □ 該当

１　介護職員処遇改善加算の算定額を上回る介護職員の賃金改善を実施するこ

と
□ 該当

２　１の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他

を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、県に届け出ていること
□ 該当

３　 次に掲げる基準のいずれにも適合すること

（１）【月額賃金改善要件Ⅰ】

　加算Ⅳの加算額の２分の１以上に相当する額以上を、基本給又は毎月支払わ

れる手当（以下「基本給等」という。）の改善に充てている。

　※令和７年度から適用

□ 該当

（２）【月額賃金改善要件Ⅱ】

　令和６年５月31日時点で、旧処遇改善加算を算定し、かつ、旧ベースアップ

等加算を算定していない事業所が、令和８年３月31日までに新規に加算Ⅰから

Ⅳまでのいずれかを算定する場合は、仮に旧ベースアップ等加算を算定する場

合に見込まれる加算額の３分の２以上の基本給等の引上げを実施している。

　※旧ベースアップ等加算未算定の場合のみ適用

□ 該当

報酬告示 別表７ヘ注１

「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的

考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示

について」

青P1194

緑P822～

【介護予防】

介護予防通所リハビ

リテーションの利用

を開始して１２月を

超えた場合の減算

【介護予防】

一体的サービス提供

加算

介護職員等処遇改善

加算（Ⅰ）

青P337

緑P822～

報酬告示 別表５ヌ注１

「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的

考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示

について」

報酬告示 別表５ト注

留意事項通知 第２の６(12)

報酬告示 別表５イ～ロ注10

留意事項通知 第２の６(５)

青P1183

青P1190
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届出

状況

根拠となる法令等
点検項目 点検事項 点検結果 確認書類

介護 予防

(３)　【キャリアパス要件Ⅰ】　（任用要件・賃金体系の整備等）

　次に掲げる要件の全てに適合すること

ア　介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等の要件を定めてい

ること。

イ　アに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めてい

ること。

ウ　ア及びイの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全

ての介護職員に周知していること。

　※令和７年度においても年度内に対応することの誓約で可

□ 該当

（４）【キャリアパス要件Ⅱ】　（研修の実施等）

　次に掲げる要件の全てに適合すること

ア　介護職員の資質向上又は資格取得のための支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること

イ　アについて、全ての介護職員に周知していること

　※令和７年度においても年度内に対応することの誓約で可

□ 該当

（５）【キャリアパス要件Ⅲ】　（昇給の仕組みの整備等）

　次に掲げる要件の全てに適合すること

ア　介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に

基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。

イ　アの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介

護職員に周知していること

　※令和７年度においても年度内に対応することの誓約で可

□ 該当

（６）【キャリアパス要件Ⅳ】　（改善後の年額賃金要件）

　「経験・技能のある介護職員」のうち１人以上は、賃金改善後の賃金の見込

み額が年額440万円以上であること（加算等による賃金改善以前の賃金が年額

440万円以上の者を除く。）

　※加算の算定額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難

である場合は適用除外

□ 該当

（７）【キャリアパス要件Ⅴ】　（介護福祉士の配置等要件）

　サービス類型ごとに以下の届出を行っていること。

　・介護老人保健施設、介護医療院、（介護予防）認知症対応型共同生活介

護、（介護予防）通所リハビリテーション

　サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡを算定していること

・介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設

　サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡを算定している、若しくは日常生活継続

支援加算Ⅰ又はⅡを算定していること

・（介護予防）特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護

　サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡを算定している、若しくは入居継続支援

加算Ⅰ又はⅡを算定していること

・（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護

　サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡを算定していること、若しくは本体施設

において旧特定加算Ⅰ又は加算Ⅰの届出があること

□ 該当

報酬告示 別表７ヘ注１

「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的

考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示

について」

青P337

緑P822～

介護職員等処遇改善

加算（Ⅰ）

報酬告示 別表５ヌ注１

「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的

考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示

について」

青P1194

緑P822～
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届出

状況

根拠となる法令等
点検項目 点検事項 点検結果 確認書類

介護 予防

（８）【職場環境等要件】

○加算Ⅰ・Ⅱ

・６つの区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上、うち一部は必

須）取り組む。

・情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的に公表する。

○加算Ⅲ・Ⅳ

・６つの区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上）取り組む。

　※令和７年度中は年度内に対応することの誓約で可

　※「介護人材確保・職場環境改善等事業」を申請している場合は、要件を満

たすものとする

□ 該当

４　事業年度ごとに介護職員処遇改善実績報告書を作成し、県に提出している

こと
□ 該当

５　賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、

就業規則等の内容についても職員に周知すること
□ 該当

６　労働基準法等を遵守すること □ 該当

介護職員等処遇改善

加算（Ⅱ）

加算（Ⅰ）の１から２、４から６に加え、３（１）から（６）及び（８）の要

件をすべて満たすこと
□ 該当

介護職員等処遇改善

加算（Ⅲ）

加算（Ⅰ）の１から２、４から６に加え、３（１）から（５）及び（８）の要

件をすべて満たすこと
□ 該当

介護職員等処遇改善

加算（Ⅳ）

加算（Ⅰ）の１から２、４から６に加え、３（１）から（４）及び（８）の要

件をすべて満たすこと
□ 該当

１　介護職員処遇改善加算の算定額を上回る介護職員の賃金改善を実施してい

る。
□ 該当

２　１の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他

を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、県に届け出ている。
□ 該当

３　 次に掲げる基準に適合している。

【令和８年度特例要件】

　以下のア又はイの取組を行っていること
□ 該当

ア　ケアプランデータ連携システムを利用していること

　　※申請時は加入の誓約で可。実績報告書で利用実績を報告すること。

イ　開設法人が社会福祉法人連携推進法人に所属していること

介護職員等処遇改
善加算算定要件

R８.３.13老発0313第６号「介護職員等

処遇改善加算に関する基本的な考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示

について」

介護職員等処遇改善

加算（Ⅰ）

報酬告示 別表７ヘ注１

「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的

考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示

について」

青P337

緑P822～

報酬告示 別表５ヌ注１

「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的

考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示

について」

青P1194

緑P822～
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